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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともパイロットシンボルおよびデータシンボルを含む信号を送信する送信機と、
前記信号を受信しかつ受信した前記信号に基づきチャネル推定を行うことによりチャネル
利得値を求める受信機とを有する通信システムであって、
　前記受信機において、前記送信機と通信している受信機数であるアクティブユーザ数（
Ｎｕ）およびデータシンボル電力に対するパイロットシンボル電力の比（ＰＤＲ）に基づ
き決定されたビット当りのエネルギ対雑音電力密度比（Ｅｂ／Ｎｏ）の値が所定のしきい
値を超えているか否かに応じて選択的に前記パイロットシンボルのみによるチャネル推定
または前記パイロットシンボルと前記データシンボルとを用いた繰り返しチャネル推定を
行なうことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記ビット当りのエネルギ対雑音電力密度比（Ｅｂ／Ｎｏ）の値のしきい値Ｔｈは次の
式、
【数１】
Ｔｈ＝（０．００１９ＰＤＲ２－０．０２９２ＰＤＲ＋０．１１６７）Ｎｕ２

　　－（０．１１２ＰＤＲ２－１．７６６７ＰＤＲ＋７．３３３）Ｎｕ
　　＋（１．６５ＰＤＲ２－２７．１８３３ＰＤＲ＋１３０）
から決定されることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
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　前記アクティブユーザ数（Ｎｕ）およびデータシンボル電力に対するパイロットシンボ
ル電力の比（ＰＤＲ）は送信機側から受信機側に通知されることを特徴とする請求項１に
記載の通信システム。
【請求項４】
　前記通信システムは基地局および複数の移動ユニットを備えたセルラ通信システムであ
り、前記チャネル推定は前記基地局から前記移動局への通信において、前記移動局におい
て行なわれることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記パイロットシンボルのみによるチャネル推定は受信パイロットシンボルと、既知の
パイロットシンボルパターンとの除算に基づき行なわれることを特徴とする請求項１に記
載の通信システム。
【請求項６】
　前記繰り返しチャネル推定は、まずパイロットシンボルに基づきチャネル利得の推定を
行なうことにより初期推定値を求め、次にデータシンボルによってチャネル利得の推定を
行うことにより第１の反復推定値を求め、該第１の反復推定値を前記初期推定値と平均し
て第１の平均推定値を求め、さらにデータシンボルによってチャネル利得の推定を行うこ
とにより第２の反復推定値を求め、該第２の反復推定値を前記初期推定値と平均して第２
の平均推定値を求め、以下同様に所定数のチャネル利得の推定を行うことによって最終平
均推定値を求めることを特徴とする請求項１に記載の通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、制御されたチャネル推定を行なう通信システムに関し、特にパイロット信号電
力などの予め定められたパラメータの状態に基づき非繰り返しチャネル推定と繰り返しチ
ャネル推定とを選択的に切換えることによって通信性能を改善した通信システムに関する
。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、ＭＣ－ＣＤＭＡ（マルチキャリアＣＤＭＡ）その他の通信システムにおいては、
パイロットシンボルおよびデータシンボルを用いて繰り返しチャネル推定を行なうことに
より受信性能を改善することが行なわれている。（新　博行他、「繰り返しチャネル推定
を用いたときの下りリンクブロードバンドパケットＴＤ－ＯＦＣＤＭの特性」、信学技報
ＲＣＳ２０００－１８６、２００１年１月）。
【０００３】
繰り返しチャネル推定の処理は例えば次のようにして行なわれる。まずパイロットシンボ
ルを用いて初期チャネル利得が推定される。この推定された初期チャネル利得は初期デー
タ検出処理のために使用される。このようにして検出された初期データは、再符号化され
、再変調および再拡散されて、チャネルエスティメイタにフィードバックされる。該チャ
ネルエスティメイタにおいては、データ信号によるチャネル推定が行なわれ、すなわち受
信データ信号と前記再拡散されたデータを使用してチャネル推定が行なわれる。このよう
にして得られたデータ信号による推定されたチャネル利得は前記初期チャネル利得と組み
合わされ、すなわち平均され、第１の繰り返し推定チャネル利得すなわち第１の平均推定
値を得る。
【０００４】
このようにして得られた第１の繰り返し推定チャネル利得が使用されて再び受信データの
検出が行なわれ、該データがデコードされる。このようにしてデコードされたデータは再
び再符号化され、再変調され、再拡散されて、チャネルエスティメイタにフィードバック
される。これによって、第２の繰り返し推定チャネル利得すなわち第２の平均推定値が得
られる。この第２の繰り返し推定チャネル利得を使用して同様にデコード処理が行なわれ
、この処理がＮ回にわたり引き続き行なわれる。このような繰り返しチャネル推定によっ
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て得られた平均繰り返し推定チャネル利得すなわち最終平均推定値が使用されて受信信号
のデコードなどが行なわれる。従来、このような繰り返しチャネル推定は、例えば、パイ
ロット電力、アクティブユーザ数および相手ユーザの信号対雑音比（ＳＮＲ）などの条件
にかかわりなく全ての場合に行なわれていた。
【０００５】
また、このような繰り返しチャネル推定を複数ユーザの受信信号をも用いて行なう技術も
提案されている。このような技術（マルチユーザディテクション：ｍｕｌｔｉ　ｕｓｅｒ
ｓ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）においては、他のアクティブユーザの受信信号もデコードされ
かつ上記繰り返しチャネル推定処理の間に受信信号から減算されていた（特表平８－５０
９５９２号、多重アクセスディジタル伝送装置と無線基地局およびそのような装置に用い
るための受信機）。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述のような従来の通信システムにおける繰り返しチャネル推定においては、繰り返しチ
ャネル推定処理は受信条件、例えばパイロット電力、アクティブユーザ数および相手ユー
ザの信号対雑音比条件など、にかかわりなく適用されていた。繰り返しチャネル推定にお
いては、データ信号による推定値はパイロット信号による初期推定値と組み合わされてよ
り良好な推定値を得ようと試みる。しかしながら、例えばパイロットシンボルの電力が大
きく、初期推定値のエラーが、多数のユーザの信号が相手ユーザの信号と符号多重されて
いる場合のデータ信号による推定値のエラーよりも少ない場合を考える。この場合、他の
ユーザの信号が付加的なノイズのように作用するデータ信号によるチャネル推定は高いエ
ラー率を有する。このため繰り返しチャネル推定を行なうと推定エラーをかえって増大さ
せることになる。
【０００７】
図５は、２つの異なるパイロット信号電力条件における典型的なシミュレーション結果を
示す。同図においては、繰り返し推定における繰り返し数（Ｉｔｅ）は１と仮定している
。それは、一般に最初の繰り返し推定によってかなりの改善が得られるためである。図５
の横軸は考慮中のユーザと共に動作している他のユーザの数を示す。また、縦軸はブロッ
ク誤り率（ＢＬＥＲ）が１パーセントの場合における１ビットあたりのエネルギ対雑音電
力密度比（Ｅｂ／Ｎｏ［ｄＢ］）を示している。また、ＰＩ／ＤＴ（またはＰＩＣＨ／Ｄ
ＴＣＨ）は、データ信号の電力に対するパイロット信号の電力の比率を示している。
【０００８】
図５から明らかなように、ＰＩ／ＤＴ＝１２ｄＢの場合は、ユーザ数が約２０になるまで
は繰り返しチャネル推定を行なうことによって性能が改善されるが、ユーザ数がこれより
多くなるとチャネル推定エラーの増大のため悪影響が生じ性能が低下する。また、ＰＩ／
ＤＴ＝６ｄＢの場合は、ユーザ数が約３０までは繰り返しチャネル推定を行なうことによ
って性能が改善されるが、符号多重されるユーザの数がこれより多くなると繰り返しチャ
ネル推定によってかえって性能が悪化することがわかる。
【０００９】
従来は、パイロット信号電力およびユーザ数などのパラメータの値にかかわりなく繰り返
しチャネル推定を行なっていたため、上述のようにユーザ数がある値以上に多くなると繰
り返しチャネル推定処理によって受信性能がかえって悪化する場合があった。
【００１０】
また、前述のように、他のユーザの信号の影響を低減するためにマルチユーザディテクシ
ョンの処理を行なうことも可能であった。マルチユーザディテクションは、より強い妨害
を与える他のユーザの信号をデコードする必要があり、このためデコードされる他のユー
ザの数に伴って指数関数的に計算処理が増大する。このため、ユーザの数に応じて電力消
費も指数関数的に増大することになる。したがって、このようなマルチユーザディテクシ
ョン処理は用いないかあるいは最小限に止めることが望ましい。
【００１１】
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したがって、本発明の目的は、前述の従来の技術における問題点に鑑み、非繰り返しチャ
ネル推定と繰り返しチャネル推定を選択的に行なうことにより、常に繰り返しチャネル推
定を行なうことによる受信性能への悪影響を除去し多様な条件下で優れた通信性能を有す
る通信システムを提供することにある。
【００１２】
本発明の他の目的は、受信機における計算処理を少なくしかつ電力消費を低減しながら、
多様な条件下で優れた通信性能を有する通信システムを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明の一態様によれば、少なくともパイロットシンボルおよびデータシンボルを含む信
号を送信する送信機と、前記信号を受信しかつ受信した前記信号に基づきチャネル推定を
行うことによりチャネル利得値を求める受信機とを有する通信システムが提供され、該通
信システムは、前記受信機において、予め定められたパラメータが所定のしきい値を超え
ているか否かに応じて選択的に前記パイロットシンボルのみによるチャネル推定または前
記パイロットシンボルと前記データシンボルとを用いた繰り返しチャネル推定を行なうこ
とを特徴とする。
【００１４】
前記所定のパラメータは、前記送信機と通信している受信機数であるアクティブユーザ数
（Ｎｕ）およびデータシンボル電力に対するパイロットシンボル電力の比（ＰＤＲ）に基
づき決定されたビット当りのエネルギ対雑音電力密度比（Ｅｂ／Ｎｏ）の値とすることが
できる。
【００１５】
この場合、前記ビット当りのエネルギ対雑音電力密度比（Ｅｂ／Ｎｏ）の値のしきい値Ｔ
ｈは例えば次の式、
【数１】

から決定することができる。
【００１６】
また、前記アクティブユーザ数（Ｎｕ）およびデータシンボル電力に対するパイロットシ
ンボル電力の比（ＰＤＲ）は送信機側から受信機側に通知することができる。
【００１７】
さらに、前記通信システムは基地局および複数の移動ユニットを備えたセルラ通信システ
ムであり、前記チャネル推定は前記基地局から前記移動局への通信において、前記移動局
において行なうと好都合である。
【００１８】
前記パイロットシンボルのみによるチャネル推定は受信パイロットシンボルと、既知のパ
イロットシンボルパターンとの除算に基づき行なうことができる。
【００１９】
また、前記繰り返しチャネル推定は、まずパイロットシンボルに基づきチャネル利得の推
定を行なうことにより初期推定値を求め、次にデータシンボルによってチャネル利得の推
定を行うことにより第１の反復推定値を求め、該第１の反復推定値を前記初期推定値と平
均して第１の平均推定値を求め、さらにデータシンボルによってチャネル利得の推定を行
うことにより第２の反復推定値を求め、該第２の反復推定値を前記初期推定値と平均して
第２の平均推定値を求め、以下同様に所定数のチャネル利得の推定を行うことによって最
終平均推定値を求めることによって行なうことができる。
【００２０】
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【発明の実施形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態につき説明する。
図１は、本発明の一実施形態に係わる通信システムに使用される受信機の構成を示す。同
図の受信機は、離散的フーリエ変換器（ＤＦＴ）２、デマルチプレクサ（ＤＭＵＸ）３、
逆拡散部４、復調部５、およびデコーダ６を備えている。図１の受信機はまた、再エンコ
ーダ９、再変調部１０、再拡散部１１を備えている。図１の受信機は、さらに、本発明に
従って、チャネル推定部７および制御部１２を備えている。チャネル推定部７は、パイロ
ットシンボル用チャネルエスティメイタ７ａ、データシンボル用チャネルエスティメイタ
７ｂ、並びにこれらの出力を組み合わせるコンバイナ８を備えている。
【００２１】
図示しない送信機からの信号が入力ポート１において受信され受信信号が得られる。該受
信信号はＤＦＴ２において時間領域から周波数領域へと変換が行なわれる。ＤＦＴ２から
出力される信号はＤＭＵＸ３において、データ信号およびパイロット信号へと分離される
。
【００２２】
ＤＭＵＸ３によって得られた受信パイロット信号は、チャネルエスティメイタ７ａの一方
の入力に供給され、該チャネルエスティメイタ７ａの他方の入力には既知のパターンを有
するパイロットシンボルが供給される。チャネルエスティメイタ７ａは、これらのパイロ
ット信号を使用してチャネル推定を行ない（パイロットエイデッド・チャネル推定：ｐｉ
ｌｏｔ　ａｉｄｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ）、初期チャネル利得を推
定出力する。後に詳細に説明するように、制御部１２が所定の条件に基づき非繰り返しチ
ャネル推定を行なうべきことを指示しているか、パイロット信号による最初のチャネル推
定が行なわれた後は、チャネルエスティメイタ７ａによって得られた初期チャネル利得は
コンバイナ８を介して逆拡散部４に供給され、推定チャネル利得として使用される。
【００２３】
逆拡散部４は、上述のようにして得られた初期チャネル利得を使用して受信データの検出
を行なう。すなわち、ＤＭＵＸ３から供給されるデータ信号を逆拡散して復調部５に入力
する。復調部５は逆拡散されたデータを復調し、デコーダ６を介して所望の出力データ１
４が得られる。
【００２４】
もし、制御部１２が所定の条件に基づき繰り返しチャネル推定を行なうべきことを指示し
ておれば、前記出力データ１４は再エンコーダ９において再び符号化され、再変調部１０
において再変調されかつ再拡散部１１において再拡散が行なわれる。再拡散部１１におい
て再拡散されたデータ信号はチャネルエスティメイタ７ｂの一方の入力に供給される。チ
ャネルエスティメイタ７ｂの他方の入力にはＤＭＵＸ３からの受信データ信号が供給され
る。これによって、チャネルエスティメイタ７ｂは、データによるチャネル推定（データ
エイデッド・チャネル推定：ｄａｔａ　ａｉｄｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｓｔｉｍａｔｉ
ｏｎ）を行なう。これによって得られたチャネル利得値（データによるチャネル推定値）
はコンバイナ８に供給される。コンバイナ８は、このようにして得られたデータによるチ
ャネル推定値を前記パイロットシンボルによる初期チャネル推定値と組み合わせ、例えば
平均し、最初の繰り返しチャネル推定値として逆拡散部４に供給する。
【００２５】
このようにしてコンバイナ８から供給された繰り返しチャネル推定値または利得値は逆拡
散部４において使用される。すなわち、逆拡散部４はこのような繰り返しチャネル推定値
を用いて逆拡散を行ない、かつ逆拡散されたデータは復調部５において復調される。デコ
ーダ６において復調部５からの信号がデコードされ得られた情報ビットは出力ポート１４
に送られる。デコードされたデータ、すなわち出力ポート１４に送られたデータ、は再エ
ンコーダ９により再び符号化され、再変調部１０によって再変調され、かつ再拡散部１１
によって再拡散される。このような動作は、繰り返しチャネル推定が適用される場合に、
予め定められた繰り返し推定数にわたり行なわれる。
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【００２６】
図２は、図１に示されるチャネル推定部７の詳細な構成を示す。チャネル推定部７は、前
述のようにパイロットシンボル用チャネルエスティメイタ７ａ、データシンボル用チャネ
ルエスティメイタ７ｂおよびコンバイナ８を備えている。チャネルエスティメイタ７ａは
、除算器２１ａおよび該除算器２１ａの出力を平均する加算器２２ａを備えている。除算
器２１ａの一方の入力Ｘには端子２３を介して、ＤＭＵＸ３から、受信パイロット信号が
供給される。除算器２１ａの他方の入力Ｙは予めパターンが知られているパイロットシン
ボルが供給される。
【００２７】
また、データシンボル用チャネルエスティメイタ７ｂは、除算器２１ｂと、該除算器２１
ｂの出力を平均する加算器２２ｂを備えている。除算器２１ｂの一方の入力ＸはＤＭＵＸ
３（図１）から供給される周波数領域の受信データ信号が供給される。なお、前記パイロ
ットシンボル用チャネルエスティメイタ７ａの入力Ｘには周波数領域の受信パイロット信
号が入力される。除算器２１ｂの他方の入力Ｙには再拡散部１１（図１）からのフィード
バックされた再拡散データ信号が供給される。なお、端子２６には制御部１２（図１）か
らの制御信号が供給され、該制御信号は非繰り返しチャネル推定を行なうかあるいは繰り
返しチャネル推定を行なうかを指示する。端子２６に供給される制御信号は各チャネルエ
スティメイタ７ａ，７ｂ、およびコンバイナ８に供給される。コンバイナ８の出力２７か
らは推定チャネル利得（制御されたチャネル利得）を示す信号が出力され、逆拡散部４（
図１）に供給される。
【００２８】
図２の構成において、パイロットシンボル用チャネルエスティメイタ７ａは、前述のよう
に初期チャネル利得を推定する。すなわち、除算器２１ａは、入力Ｘにおける受信パイロ
ット信号を入力Ｙにおける既知のパイロットパターン信号で除算し、除算値Ｘ／Ｙを加算
器２２ａに供給する。加算器２２ａは幾つかのパイロット信号によるチャネル利得の推定
値（Ｘ／Ｙ）を加算しかつ平均して平均チャネル推定値を生成しコンバイナ８に供給する
。
【００２９】
コンバイナ８は端子２６から供給される制御信号に基づき結合動作を行なうかあるいは加
算器２２ａからの出力を直接出力端子２７に供給する。もし制御部１２（図１）が非繰り
返しチャネル推定を指示しておれば、加算器２２ａからのチャネル推定値が出力端子２７
に供給され逆拡散部４（図１）に送られる。
【００３０】
もし制御部１２が繰り返しチャネル推定を行なうよう指示しておれば、チャネルエスティ
メイタ７ｂにおいてデータ信号に基づくチャネル推定が行なわれる。すなわち、除算器２
１ｂにおいて、ＤＭＵＸ３（図１）から供給される周波数領域の受信データ信号が再拡散
部１１からのフィードバック再拡散データによって除算され、これによってデータシンボ
ルによるチャネル推定値Ｘ／Ｙが得られる。加算器２２ｂは幾つかのデータに対する推定
チャネル利得Ｘ／Ｙを加算して平均し、平均チャネル推定値を得る。コンバイナ８は、こ
のようにして得られたデータシンボルによる平均チャネル推定値を前述のようにして得ら
れた加算器２２ａからのパイロットシンボルによる平均チャネル推定値と組み合わせ、例
えば平均し、出力端子２７から総合チャネル推定値を出力する。この総合チャネル推定値
は逆拡散部４に供給される。
【００３１】
次に、前記制御部（図１）がどのようにして非繰り返しチャネル推定と繰り返しチャネル
推定との間の選択を行なうかにつき説明する。非繰り返しチャネル推定を使用するか繰り
返しチャネル推定を使用するかは、例えば、予め定められたパラメータが所定のしきい値
を超えているか否かによって行なうことができる。該しきい値は、例えば、所定のブロッ
ク誤り率（ＢＬＥＲ）の場合に要求されるＥｂ／Ｎｏ（１ビットあたりのエネルギ対雑音
電力密度比）に基づくことができる。このしきい値、すなわち要求Ｅｂ／Ｎｏ、は２つの
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変数、アクティブユーザ数（Ｎｕ）およびパイロット－データ比（ＰＤＲ）に基づき決定
することができる。アクティブユーザ数（Ｎｕ）およびパイロット－データ比（ＰＤＲ）
は、例えばセルラ通信システムにおいては、送信機（例えば基地局）から移動ユニットに
各チャネル毎に通知される。
【００３２】
しきい値Ｅｂ／Ｎｏとアクティブユーザ数（Ｎｕ）およびパイロット－データ比（ＰＤＲ
）との関係は、例えばフィールドテスト、あるいはシミュレーションによって決定される
。これらの関係は、発明者等のシミュレーションによれば、例えば次の数式によって９個
のパラメータによって独自に表現できる。一例として、シミュレーションによれば、前記
パイロット－データ比（ＰＤＲ）およびアクティブユーザ数（Ｎｕ）に対するＥｂ／Ｎｏ
のしきい値Ｔｈの関係は次のように表わされる。
【数２】

この式において、しきい値Ｔｈはデシベル（ｄＢ）におけるしきい値を表わしている。
【００３３】
このようなしきい値Ｔｈを用いて非繰り返しチャネル推定と繰り返しチャネル推定との選
択を行なうために、受信機においてＥｂ／Ｎｏの値が計算される。すなわち、送信機から
送られた現在のＮｕおよびＰＤＲの値を使用して、上記数式により現在のＥｂ／Ｎｏの値
が計算される。そして、もし現在のＥｂ／Ｎｏが前記しきい値Ｔｈより小さければ、制御
部１２は繰り返しチャネル推定を指示し、現在のＥｂ／Ｎｏが前記しきい値Ｔｈ以上であ
れば、制御部１２は非繰り返しチャネル推定を選択する。
【００３４】
図３は、種々の条件下における前記しきい値Ｔｈのグラフ、および１パーセントのＢＬＥ
Ｒにおける要求Ｅｂ／Ｎｏ［ｄＢ］の関係を示す。図３において、横軸はユーザ数（Ｎｕ
）を示し、縦軸は１パーセントのＢＬＥＲにおける要求Ｅｂ／Ｎｏを示す。
【００３５】
また、図３において、ＴｈＰＤＲ６およびＴｈＰＤＲ１２と名付けられたグラフは、それ
ぞれ、ＰＤＲ＝６ｄＢおよびＰＤＲ＝１２ｄＢの場合のしきい値Ｔｈを示している。点線
と黒丸および菱形でそれぞれ示されたグラフは、ＰＤＲ＝６ｄＢに対する性能グラフ、す
なわち要求Ｅｂ／Ｎｏを示している。また、前述のように実線および菱形で示されるグラ
フは、ＰＤＲ＝６ｄＢにおけるしきい値Ｔｈのグラフを示している。非繰り返しチャネル
推定の性能を示すグラフ、点線および黒丸で示されるグラフ、はＰＤＲ＝６ｄＢに対する
しきい値グラフＴｈＰＤＲ６とユーザ数３１のポイントで交差する。したがって、３１よ
り少ないユーザに対しては、要求Ｅｂ／Ｎｏはしきい値Ｔｈより低い。したがって、性能
を改善するため繰り返しチャネル推定を適用する。また、ユーザ数が３１より多い場合は
、繰り返しチャネル推定による悪影響を防止するため非繰り返しチャネル推定が適用され
る。同様にして、ＰＤＲ＝１２ｄＢの場合は、ユーザ数が１９より小さい場合に繰り返し
チャネル推定が適用され、ユーザ数が１９以上の場合にパイロットシンボルのみを使用し
て非繰り返しチャネル推定が使用される。
【００３６】
図４は、このような本発明による制御された繰り返しチャネル推定を使用した場合の性能
を示す。図４から概略的に分かるように、例えばＰＩ／ＤＴ＝１２ｄＢの場合は、図４の
グラフにおいて黒丸で示した制御されたチャネル推定を用いることにより、広い範囲のユ
ーザ数にわたり要求Ｅｂ／Ｎｏの値を低くすることができる。ＰＩ／ＤＴ＝６の場合も、
ユーザ数が３０付近で繰り返しチャネル推定と非繰り返しチャネル推定とを切換えること
により、広い範囲のユーザ数にわたり要求Ｅｂ／Ｎｏを低くすることができる。したがっ
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て、本発明によれば、ユーザ数が比較的多い場合にも、要求Ｅｂ／Ｎｏを低くすることが
できるから、マルチユーザディテクション処理を用いなくても、良好な通信性能を得るこ
とができる。
【００３７】
【発明の効果】
以上から明らかなように、本発明によれば、予め定められたパラメータの値が所定のしき
い値を超えているか否かに基づき、繰り返しチャネル推定と非繰り返しチャネル推定とを
選択的に適用するから、例えばユーザ数が多い場合における繰り返し推定による悪影響を
除去することができる。したがって、余分の計算処理および電力の増大を防止しながら、
より広い範囲の通信条件において良好な受信性能を得ることができる。また、マルチユー
ザディテクション処理も必ずしも必要でないから、この点からも計算処理および電力の増
大を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係わる通信システムにおいて使用される受信機の概略の構
成を示すブロック図である。
【図２】図１の受信機において使用されるチャネル推定部の詳細な構成を示すブロック図
である。
【図３】繰り返しチャネル推定と非繰り返しチャネル推定とを選択するためのしきい値な
どの特性を示すグラフである。
【図４】本発明によって得られる性能の改善の様子を示すグラフである。
【図５】繰り返しチャネル推定を用いた場合の性能を示すグラフである。
【符号の説明】
２　離散的フーリエ変換器（ＤＦＴ）
３　デマルチプレクサ（ＤＭＵＸ）
４　逆拡散部
５　復調部
６　デコーダ
７　チャネル推定部
７ａ　パイロットシンボル用チャネルエスティメイタ
７ｂ　データシンボル用チャネルエスティメイタ
８　コンバイナ
９　再エンコーダ
１０　再変調部
１１　再拡散部
１２　制御部
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